


申
・
問
水
道
局
施
設
給
水
班　

　
　
　

☎
内
線
2
8
1
1　

乾
燥
発
生
土
を
販
売
し
ま
す

申
・
問
平
戸
観
光
協
会

　
　

☎
23
ー
８
６
０
０

「
平
戸
市
台
湾
親
善
訪
問
団
」

参
加
者
募
集

問
消
防
本
部
予
防
課

　

☎
内
線
２
１
２
４

住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置

に
つ
い
て

問
選
挙
管
理
委
員
会

　

☎
内
線
２
３
７
１

市
長
選
挙
・
市
議
会
議
員
一

般
選
挙
の
選
挙
期
日
に
つ
い
て

問
市
民
課
国
保
年
金
班

　

☎
内
線
２
５
９
３

平
成
29
年
度
の
国
民
年
金
保

険
料
が
変
わ
り
ま
す

お
知
ら
せ問

市
民
課
戸
籍
住
民
班

　

☎
内
線
2
5
2
1

臨
時
延
長
窓
口
を
開
設
し
ま
す

募　

集

　

７
日（
金
）※

土
・
日
を
除
く

○
延
長
時
間　

午
後
７
時
ま
で

○
取
扱
窓
口　

本
庁
市
民
課
戸
籍
住
民
班

　　

３
月
２
日
開
催
の
選
挙
管
理
委
員
会
に

お
い
て
、
今
年
執
行
さ
れ
る
平
戸
市
長
選

挙
お
よ
び
、
平
戸
市
議
会
議
員
一
般
選
挙

の
投
票
日
な
ど
を
決
定
し
ま
し
た
。

○
任
期
満
了
日　

11
月
５
日（
日
）

○
告
示
日　

10
月
15
日（
日
）

○
投
票
日　

10
月
22
日（
日
）

　　

平
成
29
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料
は
、

月
額
１
万
６
，
４
９
０
円
で
す
。
保
険
料

の
納
付
書
１
年
分
が
４
月
上
旬
に
日
本
年

金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
当
月

分
を
翌
月
末
日
ま
で
に
納
め
る
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。
な
お
保
険
料
は
、
納
付
期
限

か
ら
２
年
を
過
ぎ
る
と
、
納
め
ら
れ
な
く

な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
、
佐
世
保
年

金
事
務
所
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ
先　

佐
世
保
年
金
事
務
所

　

℡
０
９
５
６-

34-

１
１
８
９

　２月12日に開催された「第８回平戸検定」試験で、上級試験に合

格した８人（当日3人欠席）に対し、合格証が授与されました。

　今年は、124人が受験し、66人が合格。最難関の上級試験には

16人が受験し、８人が合格しました。上級試験合格者の中には、

これまでの最年少となる高校３年生もいました。上級試験合格者

は「平戸マイスター」として認定され、今後１年間市内の観光施設

の入館料が免除されます。

今年は、現役の高校生も上級合格
お詫びと訂正

　広報ひらど２月15日　広報ひらど２月15日
号で内容に誤りがありま号で内容に誤りがありま
したので、お詫びするとしたので、お詫びすると
ともに、下記のとおり訂ともに、下記のとおり訂
正します。正します。
●Ｐ4　活動日　Ｐ4　活動日　
　誤／毎週月曜午後１時　誤／毎週月曜午後１時
　　　～午後２時30分　　　～午後２時30分
　正／毎週土曜午前10時正／毎週土曜午前10時
　　　　　　～午前11時30分～午前11時30分

　広報ひらど２月15日
号で内容に誤りがありま
したので、お詫びすると
ともに、下記のとおり訂
正します。
●Ｐ4　活動日　
　誤／毎週月曜午後１時
　　　～午後２時30分
　正／毎週土曜午前10時
　　　～午前11時30分

○
訪
問
先　

台
湾（
台
北
・
台
南
）　

○
参
加
費
用　

９
万
９
，
８
０
０
円

○
募
集
人
数　

25
人（
先
着
順
）

○
募
集
締
切
日　

３
月
23
日（
木
）

　　

転
勤
な
ど
で
転
入
や
転
出
な
ど
異
動
が

多
い
こ
の
時
期
、
日
中
忙
し
く
来
庁
し
て

手
続
き
が
で
き
な
い
人
の
た
め
に
、
臨
時

に
本
庁
の
市
民
課
窓
口
の
受
付
時
間
を
延

長
し
ま
す
。

　

転
入
・
転
出
届
の
受
け
付
け
や
、
市
民

課
取
り
扱
い
の
各
種
証
明
書
を
発
行
し
ま

す
。
手
続
き
の
際
は
、
本
人
確
認
で
き
る

も
の（
運
転
免
許
証
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
な
ど
）が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

※

住
所
異
動
の
際
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

　

カ
ー
ド
ま
た
は
通
知
カ
ー
ド
お
よ
び

　

住
基
カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
人
は
住
所
変

　

更
が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、
必
ず
持

　

参
く
だ
さ
い
。

※

本
人
お
よ
び
世
帯
員
以
外
の
人
が
住
所

　

変
更
の
手
続
き
を
す
る
際
に
は
、
委
任

　

状
が
必
要
で
す
。
詳
し
く
は
、
市
民
課

　

戸
籍
住
民
班
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

　

い
。

○
延
長
期
間　

３
月
21
日（
火
）〜
４
月

　
　

　　

市
内
の
浄
水
場
で
は
、
河
川
水
か
ら
水

道
水
を
作
る
過
程
で
除
去
し
た
濁
り
成
分

を
濃
縮
し
、
天
日
乾
燥
さ
せ
た
土
を
販
売

し
て
い
ま
す
。
粒
土
分
布
が
よ
く
、
砕
け

に
く
く
、
透
水
性
や
通
気
性
に
優
れ
て
お

り
、
農
業
用
土
壌
材
と
し
て
水
稲
客
土
材

や
園
芸
用
の
各
種
混
合
材
な
ど
に
も
使
用

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

購
入
を
希
望
す
る
人
は
、
水
道
局
施
設

給
水
班
ま
た
は
平
戸
浄
水
場（
℡
22‐

２

５
７
７
）に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

○
金　

額　

１
０
０
円/ 

㎥

○
積
込
み　

バ
ッ
ク 　

　

ホ
ー 

有
り（
要
予
約
）

○
保
管
場
所　

　

平
戸
浄
水
場（
古
江

　

町
）・
阿
奈
田
浄
水
場（
大
川
原
町
）・

　

神
の
川
浄
水
場（
生
月
町
）

　

台
湾
の
英
雄「
鄭
成
功
」の
生
誕
の
地

平
戸
市
で
訪
問
団
を
結
成
し
、
台
湾
を
訪

れ
交
流
を
行
い
ま
す
。

○
と　

き　

４
月
27
日（
木
）〜
30
日（
日
）

　

昨
今
、
全
国
的
に
住
宅
火
災
が
頻
発
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
独
居
老
人
や
高
齢
者

の
み
の
世
帯
が
年
々
増
加
し
て
お
り
、
そ

れ
に
伴
い
、
住
宅
火
災
に
よ
る
死
者
の
約

６
割
が
高
齢
者
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

機
会
に
、
家
の
火
災
警
報
器
を
確
認
し
、

住
宅
防
火
対
策
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

▼
取
り
付
け
る
位
置
は
、
天
井
ま
た
は
壁

　

で
あ
り
左
図
の
よ
う
に
取
り
付
け
ま
す
。

　

エ
ア
コ
ン
や
梁
な
ど
が
あ
る
場
合
は
、

　

本
体
を
で
き
る
だ
け
離
し
て
設
置
し
て

　

く
だ
さ
い
。

▼
住
宅
用
火
災
警
報
器
は
定
期
的
に
作
動

　

試
験
を
行
い「
正
常
」ま
た
は「
電
池
切

　

れ
」
や
「
本
体
の
故
障
」
を
確
認
し
ま

　

し
ょ
う
。

　

※

メ
ー
カ
ー
に
よ
っ
て
耐
用
年
数
が
違

　
　

い
ま
す
の
で
本
体
の
交
換
時
期
は
取

　
　

扱
説
明
書
を
よ
く
読
ん
で
確
認
し
ま

　
　

し
ょ
う
。

　
　

　　　

２
月
に
一
般
家
庭
防
火
診
断
が
あ
り
、

そ
の
中
で
特
に
質
問
が
多
か
っ
た
住
宅
用

火
災
警
報
器
の
設
置
お
よ
び
取
り
扱
い
に

つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

▼
住
宅
用
火
災
警
報
器
を
取
り
付
け
る
場

　

所
は
、
寝
室
全
部
屋
と
、
２
階
に
寝
室

　

が
あ
る
場
合
は
、
階
段
に
も
設
置
す
る

　

必
要
が
あ
り
ま
す
。
左
の
図
の
場
合
は
、

　

３
カ
所
に
設
置
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
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平戸市からのお知らせ平戸市からのお知らせ

※火災警報器の交換の目安は約10年です。ただし、使用状況や設置環境によっては、
　10年よりも短くなる場合もありますので、定期的に点検してください。

▲乾燥発生土


